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1.1 汚染残留区画の対応 

地下水量の増加を目的としてN地区に敷設していたキャッピングシートを開放した。 

 

 

 

 

 

 

 地下水位の変化により、濃度変化の傾向が見られため、汚染土壌の洗い出しを目的

として、一時的に揚水を止め、水位を回復させた後、再度揚水を行なう方法を実施し

た。 

  

 

  

  現在、N 地区では、4 箇所で揚水を行っており、約 20ｍ3/日の揚水を行っている。 

  その他、H25.2 地下水位を下げることを目的として、県境部にφ700mm の大型井

戸を設置し、約 100ｍ3/日の揚水を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 地区揚水井位置図（H25.7 撮影航空写真） 

H25.4 キャッピングシート開放前 

H25.6 キャッピングシート開放後 

図-19 間欠揚水イメージ 

ｂ-8  

ｃ-4  

ｄ-5  

e-5  
バリア井戸  

揚水井戸 

1 N 地区の状況 

（6～7ｍ） 
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1.2全体の浄化進捗状況 

平成25年4月時点でいずれかの汚染物質が環境基準値を超過していた区画についてのモニタリ

ング結果は別添資料に、また、汚染区画数の変化は表-1及び図-1に示すとおりであり、汚染区画

数は8月末時点で6区画から2区画へと減じている。 

 平成25年4月以降、継続して基準超過となっている区画は、b-8、ｄ-5の2区画であり、その

他の区画は、基準値超過、基準値以下を繰り返している。 

平成25年4月時点と比較し、平成25年4月以降は、汚染物質5倍超過の区画が減じてきてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各項目の詳細については1.3以降に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基準値超過区画 

調査時 87区画 

H23年4月時点 17区画（4区画） 

H24年4月時点 9区画（2区画） 

H25年4月時点 6区画（6区画） 

H25年5月時点 6区画（5区画） 

H25年6月時点 4区画（2区画） 

H25年7月時点 5区画（3区画） 

H25年8月時点 2区画（2区画） 

a'

b'

a

b

c

d

e

f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

g

h

a'

b'

a

b

c

d

e

f

g

h

I

15 16 17 18

15 16 17 18

汚染区画　100倍超過

-凡　例-

非汚染区画　基準値以下

ｲ-7⑪
土壌汚染対策ｴﾘｱ区画線

揚水ﾊﾞｯｷ適用区画ﾗｲﾝ

汚染区画　50～100倍以下

汚染区画　5～50倍以下

汚染区画　5倍以下

浄化開始前の汚染対策範囲  H21年4～6月 

gatu  

jitenn  

 

H23年4月時点での地下水環境基準値超過範囲 

gatu  

jitenn  

 

H24年4月時点での地下水環境基準値超過範囲 

gatu  

jitenn  

 

 表-1汚染区画数の変化一覧表 

gatu  

jitenn  

 

H25年4月時点での地下水環境基準値超過範囲 

gatu  

jitenn  

 

H25年5月時点での地下水環境基準値超過範囲 

gatu  

jitenn  

 

H25年6月時点での地下水環境基準値超過範囲 

gatu  

jitenn  

 

H25年7月時点での地下水環境基準値超過範囲 

gatu  

jitenn  

 

汚染区画数：87 汚染区画数：17 汚染区画数：9 

（ ）内は基準値5倍以下の区画数 

 

汚染区画数：5 

汚染区画数：6 

汚染区画数：6 汚染区画数：4 

H25年8月時点での地下水環境基準値超過範囲 

gatu  

jitenn  

 

汚染区画数：2 

図-1汚染区画数の変化図 

gatu  

jitenn  
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1.3物質別の浄化進捗状況 

(1) DCM 

H25 年 8 月の DCM モニタリング結果を図-2 に、汚染残留 7 区画における H24 年 4

月以降のDCM 濃度経時変化を図-5に示す。 

DCMは、平成 24 年 12月のモニタリングで e-4の 1 区画が基準値を超過した以降

は、再度の基準値超過は確認されていない。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 1,2-DCA 

H25年8月の1,2-DCAモニタリング結果を図-4に、汚染残留7区画におけるH24年

4月以降の1,2-DCA濃度経時変化を図-5に示す。 

1,2-DCA 汚染残留区画における濃度経時変化は、環境基準値 5 倍以下で推移してい

る。比較的高濃度で推移していた e-4 は、H25 年 6 月以降、基準値以下で推移して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 1,2-DCA濃度の経時変化(汚染残留7区画) 

基準値超過：0区画 

 

図-3 DCM濃度の経時変化(汚染残留スポット7区画) 

 

図-2  DCMの平成25年8月モニタリング結果 図-4  1,2-DCAの平成25年8月モニタリング結果 

 

基準値超過：1区画 

 

図-5 1,2-DCA 濃度の経時変化(汚染残留スポット7区画) 
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(3) cis-1,2-DCE 

 H25 年 8 月の cis-1,2-DCE モニタリング結果を図-6 に、汚染残留 7 区画における

1,2-DCA濃度経時変化を図-7に示す。 

  cis-1,2-DCE汚染残留区画における濃度経時変化は、d-5を除きH25年8月時点で基

準値を下回った。 

ｄ-5は、TCE及び PCEの基準超過が確認されていることから、これらの分解により

cis-1,2-DCE濃度が低減していないことが考えられる。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) TCE 

H25年8月のTCEモニタリング結果を図-9に、汚染残留7区画におけるTCE濃度経

時変化を図-10に示す。 

TCE 汚染残留区画における濃度経時変化は、cis-1,2-DCE、PCE と同様の傾向を示し

ている。d-5、e-5は、H25年5月以降、再度、基準値を超過したが、H25年8月時点

では基準値を下回った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-7 cis-1,2-DCE濃度の経時変化(汚染残留スポット7区画) 

 

 

図-6  cis-1,2-DCEの平成25年8月モニタリング結果 

 

図-8  TCEの平成25年8月モニタリング結果 

 

基準値超過：1区画 

 

基準超過：0区画 

 

図-9 TCE濃度の経時変化(汚染残留スポット7区画) 
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(5) PCE 

H25年8月の PCEモニタリング結果を図-10に、汚染残留7区画における PCE濃度

経時変化を図-12に示す。 

PCE 汚染残留区画における濃度経時変化は、cis-1,2-DCE、TCE と同様の傾向を示し

ており、b-8、d-5を除きH25年8月時点で基準値を下回った。 

b-8は、2010 年 8月から 2012 年 4月まで基準値未満であったが、9月に基準値の

17倍、12月に70倍まで再超過した以降、H25年4月以降、基準値の4倍以下で推移

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Benzene 

  H25年8月のBenzeneモニタリング結果を図-12に、汚染残留7区画におけるBenzene

濃度経時変化を図-13に示す。 

Benzene 汚染残留区画のうち c-4、d-5、e-5 は、H25 年 4 月以降、基準値の 8 倍以

下で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12 Benzeneの平成25年8月モニタリング結果 

 

図-11 PCE濃度の経時変化(汚染残留スポット7区画) 

 

図-13  Benzene濃度の経時変化(汚染残留スポット7区画) 

 

図-10  PCEの平成25年8月モニタリング結果 

 

基準値超過区画：2区画 

 

基準値超過区画：0区画 
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1.4 物質毎の濃度平均値の推移  

H25年4月以降の濃度の平均値を物質ごとにプロットしたものを、図14-18に示す。 

 DCMは、平成24年10月以降、低濃度で安定し推移している。 

 1,2-DCA は、これまで増減を繰り返しながら、推移しているが、濃度は、減少傾向にあ

る。 

 cis-1,2-DCE、TCE、PCEは、同様の挙動を示しながら、それぞれ減少傾向にある。 

Benzeneは、比較的、濃度に変動が少なく、減少傾向を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図-14 DCM 平均濃度の経時変化 
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図-15 1,2-DCA 平均濃度の経時変化 
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図-16 cis-1,2-DCE 平均濃度の経時変化 
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図-18 PCE、Benzene 平均濃度の経時変化 
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Ⅰ．現場現況 

浸透池 

浸透池 

浸透池 

南調整池 

北調整池 

沈
砂
池 

航空写真（H25.7撮影） 現場平面図 
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貯水池 

貯水池 

揚水井戸 

貯水池 

集水槽 
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Ⅱ．新水処理設備 

酸性曝気処理 

凝集沈澱処理 

砂ろ過処理 

促進酸化処理 

活性炭処理 

原水槽 

処理水槽 

Ｌ地区 
原水槽 

原水槽 処理槽 

水処理施設 

水処理施設 配置図 

水処理プラント 

水処理プラント配置 

水処理フロー 
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水処理設備 フロー図 
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Ⅲ．現場内汚染状況 
※ （H25.4.24日採取） 

測点
1,4-ジオキサン

（mg/L）
測点

1,4-ジオキサン
（mg/L）

ヨ-1 7.1 イ-1 2.3

ヨ-2 1.9 イ-3 0.32

ヨ-3 0.38 イ-4 0.016

ヨ-4 0.13 イ-5 0.012

ヨ-5 0.074 イ-6-1 0.42

ヨ-6 0.23 イ-8 0.025

ヨ-7 0.007 イ-9 0.047

ヨ-8 0.28 イ-11 -

ヨ-9 0.18 イ-12 0.042

ヨ-11 0.053 イ-13 0.043

ヨ-12 0.005 イ-14 -

ヨ-13 0.046 イ-15 0.31

ヨ-14 0.008 イ-16 0.005

ヨ-15 < 0.005 イ-17 0.041

ヨ-16 0.041 イ-18 0.050

ヨ-17 0.012 イ-19 0.016

ヨ-18 0.045 イ-20 0.058

ヨ-19 0.037 イ-21 0.092

H18-4 0.81 イ-22 0.017

1-⑤-ｳ 0.11 イ-24 0.23

揚水井 - 基準値 0.05

バリア井戸 -

基準値 0.05

表の凡例

基準10倍以下

基準100倍以下

基準100倍超

図の凡例

●　揚水量 100t/月 超

●　揚水量 10～100t/月

●　揚水量 10t/月 未満

集計

揚水量計

DOX除去量計

4,923.9 m3

373.6 g   
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※ （H25.5.15日採取） 

測点
1,4-ジオキサン

（mg/L）
測点

1,4-ジオキサン
（mg/L）

ヨ-1 7.8 イ-1 0.080

ヨ-2 1.6 イ-3 0.39

ヨ-3 0.82 イ-4 0.071

ヨ-4 0.13 イ-5 0.006

ヨ-5 0.089 イ-6-1 0.37

ヨ-6 < 0.005 イ-8 0.028

ヨ-7 0.009 イ-9 0.056

ヨ-8 0.39 イ-11 < 0.005

ヨ-9 0.17 イ-12 0.045

ヨ-11 0.062 イ-13 0.046

ヨ-12 - イ-14 < 0.005

ヨ-13 0.033 イ-15 0.56

ヨ-14 - イ-16 0.007

ヨ-15 - イ-17 0.038

ヨ-16 0.013 イ-18 0.049

ヨ-17 0.019 イ-19 0.009

ヨ-18 0.056 イ-20 0.074

ヨ-19 0.033 イ-21 0.086

H18-4 0.013 イ-22 0.013

1-⑤-ｳ 0.56 イ-24 0.26

揚水井 0.28 基準値 0.05

バリア井戸 0.11

基準値 0.05

表の凡例

基準10倍以下

基準100倍以下

基準100倍超

図の凡例

●　揚水量 100t/月 超

●　揚水量 10～100t/月

●　揚水量 10t/月 未満

集計

揚水量計

DOX除去量計

4,019.8 m3

870.0 g   
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※ （H25.6.4日採取） 

測点
1,4-ジオキサン

（mg/L）
測点

1,4-ジオキサン
（mg/L）

ヨ-1 6.8 イ-1 0.46

ヨ-2 8.2 イ-3 0.44

ヨ-3 0.40 イ-4 0.034

ヨ-4 0.11 イ-5 0.005

ヨ-5 0.10 イ-6-1 0.29

ヨ-6 0.097 イ-8 0.035

ヨ-7 0.006 イ-9 0.060

ヨ-8 0.17 イ-11 < 0.005

ヨ-9 0.22 イ-12 0.061

ヨ-11 0.072 イ-13 0.042

ヨ-12 - イ-14 < 0.005

ヨ-13 0.050 イ-15 0.63

ヨ-14 - イ-16 0.007

ヨ-15 - イ-17 0.042

ヨ-16 0.012 イ-18 0.049

ヨ-17 0.040 イ-19 0.015

ヨ-18 0.063 イ-20 0.070

ヨ-19 0.039 イ-21 0.065

H18-4 0.22 イ-22 0.016

1-⑤-ｳ 0.62 イ-24 0.19

揚水井 0.27 基準値 0.05

バリア井戸 0.097

基準値 0.05

表の凡例

基準10倍以下

基準100倍以下

基準100倍超

図の凡例

●　揚水量 100t/月 超

●　揚水量 10～100t/月

●　揚水量 10t/月 未満

集計

揚水量計

DOX除去量計

3,118.4 m3

748.7 g   
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※ （H25.7.3日採取） 

測点
1,4-ジオキサン

（mg/L）
測点

1,4-ジオキサン
（mg/L）

ヨ-1 0.82 イ-1 0.58

ヨ-2 2.0 イ-3 0.35

ヨ-3 0.36 イ-4 0.052

ヨ-4 0.15 イ-5 <0.005

ヨ-5 0.082 イ-6-1 0.086

ヨ-6 0.025 イ-8 0.023

ヨ-7 0.005 イ-9 0.056

ヨ-8 0.64 イ-11 < 0.005

ヨ-9 0.16 イ-12 -

ヨ-11 0.051 イ-13 0.039

ヨ-12 - イ-14 < 0.005

ヨ-13 0.030 イ-15 0.12

ヨ-14 - イ-16 0.008

ヨ-15 - イ-17 0.041

ヨ-16 0.009 イ-18 0.048

ヨ-17 0.035 イ-19 0.010

ヨ-18 0.043 イ-20 0.029

ヨ-19 0.029 イ-21 0.19

H18-4 0.33 イ-22 0.020

1-⑤-ｳ 0.59 イ-24 0.18

揚水井 0.31 基準値 0.05

バリア井戸 0.13

基準値 0.05

表の凡例

基準10倍以下

基準100倍以下

基準100倍超

図の凡例

●　揚水量 100t/月 超

●　揚水量 10～100t/月

●　揚水量 10t/月 未満

集計

揚水量計

DOX除去量計

1,574.2 m3

418.1 g   
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※ （H25.8.7日採取） 

測点
1,4-ジオキサン

（mg/L）
測点

1,4-ジオキサン
（mg/L）

ヨ-1 0.10 イ-1 0.17

ヨ-2 0.64 イ-3 0.10

ヨ-3 0.80 イ-4 0.12

ヨ-4 0.12 イ-5 0.008

ヨ-5 0.023 イ-6-1 0.47

ヨ-6 < 0.005 イ-8 0.029

ヨ-7 0.013 イ-9 0.050

ヨ-8 0.68 イ-11 < 0.005

ヨ-9 0.15 イ-12 0.017

ヨ-11 0.037 イ-13 0.036

ヨ-12 - イ-14 < 0.005

ヨ-13 < 0.005 イ-15 0.54

ヨ-14 - イ-16 0.013

ヨ-15 - イ-17 0.038

ヨ-16 0.043 イ-18 0.048

ヨ-17 0.073 イ-19 0.010

ヨ-18 0.050 イ-20 0.058

ヨ-19 0.024 イ-21 0.080

H18-4 0.12 イ-22 0.019

1-⑤-ｳ 0.62 イ-24 0.48

揚水井 0.17 基準値 0.05

バリア井戸 0.094

基準値 0.05

表の凡例

基準10倍以下

基準100倍以下

基準100倍超

図の凡例

●　揚水量 100t/月 超

●　揚水量 10～100t/月

●　揚水量 10t/月 未満

集計

揚水量計

DOX除去量計

3,519.7 m3

515.8 g   
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○ 1,4-ジオキサン除去量 集計表 
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○ 揚水量・1,4-ジオキサン除去量 進捗管理図 
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○ 1,4-ジオキサン場内賦存量推計 管理図 
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※ 処理水モニタリングにて1.4-ジオキサン分析値が超過したときの対応について 

Ａ． ５月度基準超過 ： 5/16 （分析値：0.070mg/L） の対応について 

判明後すぐ採水分析（5/21 分析値：0.045mg/L）を実施、その後の定期分析（5/28 分析値：0.049mg/L）においても基準超過無し。 

あわせて、外部影響確認のため、沈砂池にて採水分析（分析値：0.043mg/L）も基準超過無し。 

＜対策＞  一過性のものと判断し、運用異状を注視することとして運転継続 

Ｂ． ６月度基準超過 ： 6/18 （分析値：0.096mg/L） の対応について 

6/12頃から運用異状（凝集沈澱処理不良・処理水呈色）を確認。注視運転も基準値超過を確認。 

6/18（分析値：0.096mg/L）に続き、6/25（分析値：0.087mg/L）の超過を確認したため、プラント運転停止（7/2） 

また、外部影響確認を行い、沈澱池（分析値：0.083mg/L）、南調整池（分析値：0.053mg/L）の超過を確認。 

あわせて、少雨のため、期間中に調整池からの外部放流実績は無かったことを確認。 

＜対策＞  ①現場揚水を中止し、超過処理水を原水槽に回収。 

②処理水を原水槽へ回送する経路を設置し、内部循環運転にて全量の浄化を実施（10日間） 

③処理水を貯留し、分析確認後放流するバッチ式運転を実施（1ヶ月間：7月中旬～8月中旬） 

原水

原水量 処理量 放流量
1,4-

ジオキサン
ジクロロメタン 四塩化炭素

1,2-
ジクロロエタン

1,1-
ジクロロエチレン

シス-1,2-
ジクロロエチレン

1,1,1-
トリクロロエタン

1,1,2-
トリクロロエタン

トリクロロ
エチレン

テトラクロロ
エチレン

1,3-
ジクロロプロペン

ベンゼン
1,4-

ジオキサン

（mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L）

0.05以下 0.02以下 0.002以下 0.004以下 0.02以下 0.04以下 1以下 0.006以下 0.03以下 0.01以下 0.002以下 0.01以下 -

3/27
～3/31

300.8 296.0 428.9
< 0.005

～　0.012
< 0.002 < 0.0002 < 0.0004 < 0.002 < 0.004 < 0.0005 < 0.0006 < 0.002 < 0.0005 < 0.0002 < 0.001 0.24

4/1
～4/30

5,260.2 4,898.4 4,228.0
0.028

～　0.034
< 0.002 < 0.0002 < 0.0004 < 0.002 < 0.004 < 0.0005 < 0.0006 < 0.002 < 0.0005 < 0.0002 < 0.001 0.19

5/1
～5/31

6,809.4 6,475.6 5,635.7
0.036

～　0.070
< 0.002 < 0.0002 < 0.0004 < 0.002 < 0.004 < 0.0005 < 0.0006 < 0.002 < 0.0005 < 0.0002 < 0.001

0.17
～　0.24

6/1
～6/30

4,440.6 3,888.7 3,279.8
0.029

～　0.096
< 0.002 < 0.0002 < 0.0004 < 0.002 < 0.004 < 0.0005 < 0.0006 < 0.002 < 0.0005 < 0.0002 < 0.001

0.15
～　0.22

7/1
～7/31

2,226.5 1,957.3 1,132.8
0.025

～　0.034
< 0.002 < 0.0002 < 0.0004 < 0.002 < 0.004 < 0.0005 < 0.0006 < 0.002 < 0.0005 < 0.0002 < 0.001

0.13
～　0.17

8/1
～8/31

5,084.4 4,737.7 3,928.4
0.010

～　0.035
< 0.002 < 0.0002 < 0.0004 < 0.002 < 0.004 < 0.0005 < 0.0006 < 0.002 < 0.0005 < 0.0002 < 0.001

0.09
～　0.20

日付

（m3） （m3）

公定分析

処理水
水処理

（m3）

○ 水処理設備 運用状況 

＜要因推定＞  運用異状発生時は、B地区集水井戸貯留水の処理を実施中。 

④AOP（促進酸化装置）、活性炭吸着塔原水槽内に黒色の沈殿物付着を観測。分析の結果、鉄・マンガンであることが判明。 

⑤B地区のマンガン濃度：18mg/L、原水中濃度：10mg/Lと高い値であり、促進酸化反応を阻害していると考えられる。 

⑥8/26にマンガン対策実施。（P14 参照）  ⇒9/2 分析結果 原水：0.12mg/L、処理水：0.005mg/L以下 
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水処理設備フロー図 （マンガン対策追加） 



2013 年 9 月 13 日 

岩手・青森県境廃棄物不法投棄現場 第 20 回 汚染土壌対策技術検討委員会 
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1 県境部における遮水工の位置について 

  県境部の遮水工については、これまで岩手県側に設置することとしていましたが、当初、計画

した施工場所が急傾斜地であることから、施工期間の短縮及び施工費用の削減のため、青森県と

協議の上、遮水工の一部を青森県側に設置することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 詳細調査設計業務の進捗状況について 

7月下旬から8月上旬の間、遮水工施工予定箇所において、法面水理地質踏査の他、4ヵ所（Ｂ

-1～4）でボーリングを行い、標準貫入試験や透水試験等を実施しました。 

調査結果は、現在、取りまとめ中ですが、今後、この調査結果を基に敷設深度や工法を選定す

ることとしています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1  県境部における汚染地下水の流出防止対策について 

ボーリング調査箇所位置図 

：既設観測井戸 

県境部遮水工位置図 
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